
確定申告・小法人決算・消費税のことなら 

安心・納得のできる 

坂戸民商へご相談を 

お買い物は地元の商店・商店街で 

開業・創業 会社設立 社保・労保 資金繰り 

許可・登録 法律相談 消費税対策 確定申告 

パソコン使用料無料 

パソコン会計 
青色申告控除65万円で節税 

毎週 火曜日午後 

初めての方は随時受付ています 

仲間になりませんか・・・ 
 

 正会員 ◎入会金 1,000円 

  ◎月会費 4,500円 

      (独自共済・婦人部・青年部有) 

 商工新聞読者 毎週 月曜日発行 

  ◎年間購読料 6,000円 

           (月500円) 

0120-282-321 

① 営業や生活を守るのは当然の権利である 

② 書類は捨てない、あきらめない 

③ 担保に先日付小切手は絶対切らない 

④ 差し押さえに関する滞納者の保護規定の主張をする 

⑤ 営業と生活の見直しを 

⑥ 差押えには「換価の猶予」や｢差し押えの猶予」を 

⑦ どうしても払えない時は「滞納処分の執行停止」 

⑧ 積極的に「納税の猶予｣の申請を 

⑨ 高すぎる延滞税は免除が当然 

⑩ 生存権的財産は憲法にもとづき保障される 

 

法人の申告書も 

自分で出来るまで援助 
初めて法人にした人。個人から法人にした

い人。会計事務所に頼むほどでもなく自分

でやりたいと思っている人。税理士さんの費

用は高くて払えないという人も。 

簿記の知識が無くても 

 

パソコンでエクセルが使える人なら誰でも

出来る「エクセル会計」ソフトを無料で提供

しています。エクセル感覚で試算表・決算

書が作成できます。融資もバッチリ。 

消費税・国保税・市県民税・固定資産税・払えなくなっても 

毎日 

受付 

会
員
募
集
中 

〒350-0214 埼玉県坂戸市千代田4-14-4 中小企業会館2F 

坂戸民主商工会 
電話 049-284-1177 IP 050-3802-9800 FAX 049-284-1974 

Http://www.support.or.jp/sakado/ 

地域活性化事業に取りくんでいます 

毎年開催する「さかど民商まつり」を始め、坂戸よさこい実行委員会への

参加など地域を活性化する運動をすすめています。駅前商店街の活性

化と料理飲食店を応援する「夜のまちオリエンテーリング」も好評です。 

仲間との団結で頑張る中小商工業者の団体です 

旧ヤオコー・オリンピック 


